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ブラジルにおけるインフレーシ ョン会計の変革
InnovationsinBrazillianInflationAccounting

松 本 穰
YutakaMatsumoto

1.は じめ に

1950年 当 時 の ブ ラ ジ ル は,ま だ ま っ た くの 農 業 国 で あ っ た 。1956年 に,ク ビチ ェ ク が 大 統

領 に 就 任 す る や,ブ ラ ジ ル で は 超 近 代 首 都 ブ ラ ジ リ ア の建 設 と同 時 に急 速 な工 業 化 政 策 が促 進

さ れ て い っ た。 しか し,こ れ らの 政 策 は,世 界 で も類 を見 な い ハ イ パ ー ・イ ンフ.レの 到 来 を も

た ら して し まっ た 。

1964年 に,軍 部 に よ る 平 和 革 命 が 実 行 さ れ,新 政 府 は,イ ン フ レ の 鎮 静 化 を 目指 して経

済 ・会 計 の 分 野 で 数 々 の 新 しい試 み を導 入 して きた 。

と りわ け,会 計 制 度 の面 で 特 筆 され る の は,イ ン デ クセ ー シ ョ ン ま た は 貨 幣 修 正 と呼 ば れ る,

い わ ゆ る一 般 物 価 変 動 修 正 会 計 の 導 入 で あ る1)。

1976年 以 降,「 貨 幣 修 正 シ ス テ ム(systemofmonetarycorrection)」 と呼 ば れ る 一般 物 価 変

動 修 正 会 計 は,ブ ラ ジ ル 会 社 法 お よ び ブ ラ ジル 税 法 に も導 入 され,今 日 に至 って い る。

しか し,こ の 「貨 幣 修 正 シ ス テ ム 」 は,修 正 の対 象 か ら棚 卸 資 産 が 除 外 され る等 の い くつ か

の 欠 陥 を内 包 して い た 。

こ れ らの 欠 陥 を是 正 す べ く,1987年 に,「 新 総 合 貨 幣 修 正 シス テ ム(newsystemofintegral

monetarycorrection)」 力書導 入 され た 。

本 稿 で は,ま ず 第2節 で ブ ラ ジ ル の イ ン フ レの 実 態 を主 要 各 国 の 状 況 と比 較 し てみ る 。第3

節 お よ び 第4節 で,ブ ラ ジル に お け る イ ン デ ク セ ー シ ョン の歴 史 的 経 緯 を フ ォ ロー す る 。 そ し

て,第5節 で,今 次 導 入 され た 「新 総 合 貨 幣 修 正 シ ス テ ム」 を紹 介 し,最 後 に,新 ・旧 両 シス

テ ム に お け る財 務 諸 表 上 で の 相 違 に つ い て検 討 す る こ とに す る。
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H.ブ ラジルおよび その他主要国 における消費者物価 の動向

(表1～3)は,主 要16力 国における消費者物価指数の動向を示 したものである。(表1)は

1980年 を100と したものであ り,(表2)は85年 基準,そ して(表3)は90年 基準で作成 され

ている。

主要国の指数は,概 ね100%代 を示 しているか ら,微 弱なイ ンフレ傾向があることを表 して

いる。

しか し,南 米諸国の消費者物価指数の動 きは,そ の他の国々とは比較で きない程激 しい物価

上昇があった事 を表 している。例えば,(表1)を 見ると,tリ ビアでは80年 か ら88年 までの

8年 間に物価が9万 倍に達 していることが分かる。 また,(表2)か らペルーでは,85年 か ら92

年のたった7年 間で物価が59万 倍になっている。7年 前に100円 で買 えた商品が92年 にはおよ

そ6,000万 円出 さない と買えな くなったと言うことである。われわれの環境ではお よそ信 じら

れない事態である。

(表3)を 見ると,南 米諸国 も,1990年 以降はそれ以前 と比べる と相対的に物価上昇が鈍化

したことが分かる。 しか し,ブ ラジルだけは例外で,90年 から94年 までの4年 間にも物価が3

万7000倍 になっている。

1)ブ ラ ジル に お け る イ ンフ レ会 計 に つ い て は,次 の 文献 を参 照。

松本 穰 稿 「価 格 変動 会計 の 実 践 ブ ラ ジル と オ ラ ン ダの 場 合 」企 業 会 計,昭 和51年2月 号 。

中 川和 彦 稿 「ブ ラジ ル 会社 法 」 国 際 商事 法 研 究 所,昭 和55年 。

中 川美 佐 子 稿 「新 ブ ラジル 企 業 会計 制度 の 研 究 」 国際 商 事 法研 究 所,昭 和55年 。

山崎 彰 三稿 「ブ ラ ジル の監 査 の現 況 」 等松 ・青 木 監査 法 人 編 「会 計 監 査 国際 化 の実 務 」 所収,中 央 経 済 社,

昭和56年 。

山崎 彰 三稿 「ブ ラ ジル の租 税 制 度 」,日 本公 認 会計 士協 会東 京 会 編 「各 国 の租 税 制 度 の 解 説」 所 収,中 央 経

済社,昭 和57年 。

山崎 彰 三 稿 「ブ ラジ ル の イ ン フ レー シ ョン会 計」 会計 ジ ャー ナ ル,昭 和55年11月 増 刊号,第 一 法 規 出版 。

山崎 彰 三 稿 「海 外 会 計 実 務 ハ ン ドブ ッ ク第4章 ブ ラジ ル 」笠 松 ・青 木 監査 法 人 編 「海外 会 計 実務 ハ ン ドブ

ック」 所 収,同 文舘,昭 和60年 。

菊谷 正 人稿 「比 較 会 計 制 度論 策10章 ブ ラ ジ ル」 森 川八 洲男 編 「比 較 会 計 制 度 論物 価 変動 会 計 の 制 度化 を 中

心 と して」 所 収,同 文 舘,昭 和60年 。

EverettJ.Mann,InflationandAccountinginBrazi1,TheJaoumalofAccountancy,November1967.

MartinAltmann,TheBrazilianExperiment-AccounfingforInflationinBrazil,TheAccountant,December

5th,1974。

RobertFleming,NewConceptsinBrazilianAccountingforInfla60c,TheAccountantMagazine ,Apri11974.

RobertFleming,AccountingforInflationinBrazi],TheAccountant'sMagazine,Februaryl974.

M.R.D.Fnho,Accoun丘ngforInflation-Brazil ,FinancialExecutive,December1978.

R.W.Maskell,InflationAccountinginBrazil,ManagementAccounting ,January198(.

TimothyS・Doupnik,Indexation:Brazil'sResponsetoInflation,InternationalJournalofAccounting ,Fall1982.
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(表4)は(表1)か ら(表3)の 物 価 指 数 の動 向 を通 算 した もの で あ る 。 す な わ ち,1980年

を100と した 場 合 に,94年 の 各 国 の 物 価 は どれ ほ どの 水 準 に達 して い る か を 表 した もの で あ

る。

日本 は,こ の14年 間で132%に 物 価 が 上 昇 して い る。 しか し,や は り,南 米 諸 国 が 飛 び 抜 け

て い る こ とが 分 か る。 ブ ラ ジ ル の イ ン フ レは,14年 間 で714億 倍,ア ル ゼ ンチ ンは7881万 倍,

そ して ペ ル ー は3668万 倍 で あ る。 天 文 学 的 数 字 が 並 ん で し ま う こ と に な る 。

これ が,物 価 統 計 か ら知 る こ とが で き る現 実 で あ る。

(表1)主 要国の消費者物価指数198a=100

8485 86 87 88

112 115 115 115 116

ア メ1力 126 131 133 138 144

イギ1ス 133 142 146 152 160

フランス 149 158 162 167 172
'イ ツ

118 121 121 121 122

オース トラ リア 140 149 162 176

カナダ 138 143 149 156 162

イタ1ア 174 190
1202

211 鯉
138 141 144 149 160

メキシ] 679 1072 1995 4626 9907

ブラジル 2・380 7179 16509 53009 265341

アルゼンチン 17462 134836 256314 592934 2626430

ペルー 1280 3372 5991 11150 85781

ボ1ビ ア 153251 815841 6833664 7829921 9082864

スペ ン 164 17E 194 204 214
一 、.

'、 一 342 393463 598 928

総務 庁統 計局 編 「国際統 計要 覧」1989年 版pp.200～202.

「年 率4853%の 慢 性 超 イ ン フ レが 続 くブ ラ ジ ル で,1日,こ の8年 間 で6つ 目 の 新 通 貨 『レ

ア ル 』 が 発 行 され た 。」 こ れ は,1994年7月2日 の 毎 日新 聞 に掲 載 さ れ た 記 事 で あ る。 そ れ に

よ る と,ブ ラ ジル の通 貨 は,新 通 貨 が 発 行 さる 度 に,1000分 の1の デ ノ ミが 行 わ れ て い るの で

あ る。

1970～86年=ク ル ゼ イ ロ

1986～89年=ク ル ザ ー ド

1989～90年=新 ク ルザ ー ド

1990～93年=ク ル ゼ イ ロ

1993～94年=ク ル ゼ イ ロ ・レア ル

1994年 ～=レ ア ル
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(表2)主 要 国の消 費者 物価 指数1985=100

88
'899091

92
101 104 107110 112

ア メ6力 110 115 121127 130

イギ1ス 113 1221 133141 146
フランス 110 1141118122Il24

ドイツ 101 1〔M107 川1115

オース トラ1ア 127 137]46 151153

カナダ 113 119 124 1311133
イタリア 117 124 132 140

114 120 130 143152
メキシコ 925 1110 1405 17241991

ブラジル 6000 88000 2665000 14412000

アルゼンチン 2000 62000 1495000 40620005073000
ペルー 3000 89000 6727000 3424700059476000

ボリビア 500 576 675 819

スペイン 120 128 137 145153
階 一 『 ン. 236 829 5684 968013847

一 一 一 一

繍 庁統 計 騙 「国鰍 計 要覧.世 界 の統 計」 、994年版,p.268-27。 『

(表3)主 要 国の消 費者 物価 指 数1990=100

9091 92 93 94

100 103 105 106 1D7

アメ 曇力 100 104 107 111 ,113

イギ 「ス 10C 106 110 112 114
一

フフンス 100 103 106 ]08 110
ドイツ 100 104 108 112115

オ ース トラ1ア roc 103 104 106108
カナダ 100 106 107 109 109

イタリア 100 106 112 117 122
100 109 116 122 129

メキシコ 100 123 142 154 165
ブラジル 100 500 6000 134800 3733,100

アルゼンチン 100 272 339 375 391
ペ ルー 100 510 884 1314 1626
ボリビア

スペイン 100 106 112 117 123
一 、 ■

'、 一 100 177 25了 352 468

繍 庁 統調 編 「堺 の統 計」 、996年 版,p.274、275,
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(表4)1980=10C

1994

132

アメ1力 179

イギ1ス 215

フ ーンス 205

ド ツ 149
一ス トラ1ア 235

カナダ 193

イタ 。ア 306

236

メキシコ 24852

ブラジル 7142179985850

アルゼンチン 7881770962

ペルー 3688327994

ボ1ピ ア

スペイン 300
一 、 φ

一'、 104542

In.ブ ラジル における会計規定2)

ブラジルにおける会計規定は,会 社法,ブ ラジル会計士協会お よび政府会計委員会の3者 炉

それぞれ規定 しているが,そ の基本は,会 社法である。

ブラジルにおける会計 および財務報告の基本的要請は,1976年 の会社法(法 律第6.404号)

に見 られる。この法律 は,財 務諸表の種類,評 価原則,分 類規則および開示規則 を規定 してい

る。この会社法は同時に 「貨幣修正システム」の採用 を強制 している。

この1976年 会社 法 を施行 す る機 関 と して,ブ ラ ジル証 券委 員会(TheSecurities

Commission)が 設置 された。その後,会 社法は,ブ ラジル証券委員会に株式公 開会社の会計

原則 と開示規定を発布する権限を付与 した。その設立塔来,証 券委員会,は 数々の会計基準を

公表 してきている。

1977年 の法律第1.598号 は,財 務報告 と課税 目的の双方において 「貨幣修正システム」 を実

施するメカニズムを規定 している。

証券委員会による会計基準の他に,ブ ラジル会計士協会(IBRACON)も 会計基準を公表 し

てきている。証券委員会が公式に採用 した場合には,公 開会社はブラジル会計士協会の意見表

2)ブ ラ ジ ル に お け る 新 総 合 貨 幣 修 正 シ ス テ ム に つ い て は,次 の 論 文 で 詳 し く紹 介 さ れ て い る 。

¶mothySDoupnik,EliseuMartinsandGeraldoBarbieri,InnovationsinBrazillianInflationAccounting,The

InternationalJournalofAccounting,Vo1.30,No.4,1995.pp.302～317.
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明にも従がわなければならない。

政府会計委員会(CFC)も また現行の法規を支持することが多いが,会 計の意見表明を公表

している。たとえば,最 近の政府会計委員会の決議は,「 新総合貨幣修正システム」に具現 さ

れている安定購買力お よび現在価値概念 を支持 している。 これら証券委員会,ブ ラジル会計士

協会お よび政府会計委員会の3者 は最近,個 別の会計問題 を解決する際,極 めて密接 して協調

しているようである。

IV.貨 幣修正 シ ステ ム3)

(1)貨幣修正システム

1976年,ブ ラジル政府 はインフレ会計 システムを制定 した。 これは きわめて単純 な機構で

あ り,一 定の限 られた条件 の もとでは,伝 統的 な一般物価水準で修正 した歴史的原価 会計

(GPL)モ デルを使 って計算 した利益 とほぼ同 じ計算結果をもたらす ものであ る。要す るに,

「貨幣修正 システム」は,永 久資産(投 資,固 定資産お よび繰延資産)と 株主持分 を現在購買

力で再評価するよう求めてお り,そ の反対勘定は貨幣修正勘定に累積 される。その残高は,利

益 に含め られる。減価償却費の計算は,再 評価 された取得原価に基づいて計算 される。 この

「貨幣修正 システム」は,ブ ラジルでは財務報告 目的どしても課税 目的としても利用 されてい

る。

永久資産 と株主持分を再評価する場合,貨 幣修正額は全ての収益および費用(売 上原価以外

の)の 一般物価水準修正を反映 している。貨幣修正額はまた貨幣資産および負債の購買力損益

とも合算 されている。

「貨幣修正システム」の主たる概念上の限界は,永 久資産 と分類 されなかった一定の非貨幣

資産が貨幣修正を受けないと言 うことである。すなわち,そ の中心は棚卸資産である。 この限

界は,ブ ラジル政府が 「貨幣修正 システム」をで きるだけ実施 し易いように望んだこと,ま た

棚卸資産を安定購買力で計算するためのかなりの努力が求められた と言 う事実 によって生 じた

のである。期末棚卸資産が決算 日とは異なる水準の一般購買力で取得 されていたとしても,期

末棚卸資産は評価替 えされない。そうすると,伝 統的な一般物価水準修正会計 と比べた場合,

棚卸資産は過少表示 されてお り,売 上原価は過大計上され(し たが って利益は過少表示される)

結果 を招 くことになる。 しか しこの棚卸資産に関するエラーは次の期間に反対の作用が起こる

か ら自動的に修正 されることになる。

3)Cfibid.,pp.303～307.
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このような比較的シンプルなシステムにまつわるもう一つの問題は,い ろいろなインフレ修

正値の合計であるはずなのに1そ れ らがひとつの貨幣修正額に合算されて しまうと言う情報内

容の欠如にある。財務諸表に示された情報をさらに良いものにするために,貨 幣修正額 に合算

された各種の修正額(購 買力損益 と利益項目o;再 評価額)を 別個 に集計することは不可能にな

る。

また別の概念的限界は,貨 幣修正額が貸方残高になった場合,会 社は 「未実現インフレ利益」

に係 わる税額を繰 り延べることがで きるよう認めた1977年 会社法の規定から生 じている。「イ

ンフレ利益」は貸方残高になった貨幣修正額 一支払利息(ま たは+受 取利息)と 定義 される。

会社法は,永 久資産が売却 ・処分 ・減価償却等 によって実現 した場合に,「 インフレ利益」 も

実現すると考 えているのである。

この 「未実現インフレ利益」の概念についてはなんら経済的基礎がないと論 じられて きてい

る。「インフレ利益」はインフレ時に正味貨幣負債を保有することによって生ずる購買力利得

である。キャッシュフローで考 えれば,会 社は財が もっと安い時に借 りた貨幣で,よ り多くの

財(同 量の財 ならばもっと少ない貨幣で)を 購入することができることによって,こ の利得は

すでに実現 しているのである。(も ちろん,こ の利得は借入金の支払利息 も上昇するか ら相殺

されてしまうが,そ れは 「インフレ利益」の定義によるものである。)こ れらの会社がインフ

レ利益 を享受できる課税の繰延べ については,今 後 もブラジルにおける論議の種であろ う。

貨幣修正 システムの適用に関する最 も重要な限界は,貨 幣修正 目的に,政 府指数 を利用する

ことか ら生 じている。これは国債再評価指数が作成 されるようになったことに伴 うものである。

この国債再評価指数は国債の額面金額を定期的に修正するために使用 されていたものである。

1972年 まで,こ の国債再評価指数は,ブ ラジルのイ ンフレを測定する別の指数 とも同 じ率で

変動 していた。 しか し,1973年 の初め,政 府 はインフレに対処するためこの国債再評価指数

を抑 えはじめた。その結果インデクセーションは将来のインフレを促進す ると非難 された。

1980年 の末 になる と;こ の国債再評価指数は1965年 以来の累積消費者物価上昇率のたった

47%し か示さなくなった。

インフレが会社の財政状態 と経営成績 に及ぼ した影響 を正 しく反映 しているか どうか という

観点か らすると,国 債再評価指数の使用は 「貨幣修正 システム」の能力を著 しく減退させたこ

とになる。おそらくもっと重要なことであるが,国 債再評価指数が低 く抑えられたと言 うこと

は,正 しい物価水準変動指数が使 われていた場合と比較 して,会 社がより多 くの法人税 を支払

ったと言 うことである。
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(2)1980年 以降の動き

1980年 代半ばは,ブ ラジルが1985年 の文民政府の回帰 とい う新 しい政治時代に入った時で

ある。「貨幣修正システム」 も大 きな変動期 に入 り,政 府はインフレに対応するため各種の総

合計画を実行 していった。それ らのい くつかは 「貨幣修正システム」にマイナスの影響 を与え

た。

第1は,い わゆるSamey政 権が実施 したクルザー ドプランである。1986年2月 末に発効 した

法律第2.284号 の要点は以下のようである。

① 「クルザー ド」 と言 う名称の新通貨を発行する。(1000ク ルゼイロの価値)

②経済における財貨およびサービスすべての価格 を凍結 し,全 ての給料 を8%上 げる。

③旧国債 を新国債 に移管する。

④新国債指数を1年 間凍結する。

1986年2月28日 の水準 に国債指数 を凍結 したと言 うことは,財 務諸表の再評価が一時的に

断絶 した結果 を招いた。 しかし,証 券委員会は1986年12月 に指令第57号 を発表 して,上 場会

社が財務報告 目的で貨幣修正を行 うよう指令 した。その場合,指 数は1986年2月28日 の新国

債指数に1986年 末までの消費者物価指数の変動率(約20%)を 掛 けて計算 した新国債指数を

使用することとされた。2週 間後,こ の修正は課税上,税 務当局にも認められた。1987年6月,

クルザー ドプランの失敗 とともに,法 律 第2.341号 は貨幣修正システムを完全に修正 した。

激 しいインフレが依然 として衰えないため,1989年1月,Sarney政 府はインフレに立ち向か

うまた別の総合 プランいわゆるサマープランを実施 した。このプランを実行するため法律第

7.730号 が成立 した。要旨は以下のようである。

① 「新クルザー ド」 と言 う名称の新通貨 を発行する。(1000ク ルザー ドの価値)

②物価 と給料を凍結する。

③1976年 会社法の財務諸表の貨幣修正 を求めた部分 を廃止する。

しか し,こ の財務諸表のインデクセーシ ョンの廃止 も短期間で終わった。クルザー ドプラン

と同じように,こ のサマープランも失敗に終わ り,貨 幣修正 システムは6カ 月後の1989年7月

には再度実施 されるようになった。(大 蔵大臣は後に,財 務諸表の貨幣修正を廃止 したことは

間違いだった と認めている。)

永久資産と株主持分の貨幣修正を再び実施することになったことの他 に,法 律第7.799号 は

貨幣修正 シ:ステムの概念的限界部分の修正 を実施 した。それは永久 と分類 されなかった一定の

非貨幣資産すなわち取得後に貨幣修正を受けることになる資産の前払部分および遊休固定資産

について も貨幣修正 を求めたのであった。 しかし,こ の法律では棚卸資産の貨幣修正を要求す

るには至 らなかった。
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法律第7.799号 は,ま た毎 日修正が行われる国債指数の利用 を導入 した。 それまでは,月 毎

に修正 される指数を使って貨幣修正が行われていた。

インフレが高率な場合,日 毎の指数を使 うか月毎の指数 を使 うかでは大きな違いがあ った。

たとえば,月 間のインフレ率が20%で あ り,そ の月の20日 に資産 を購入 した場合,日 毎の指

数を使 う場合は月末のおよそ6%で 資産が再評価 される。月毎の指数を使 う場合はその月には

再評価は行われない。次の月になると,資 産は次の月のインフレ率で修正 されるか ら前の月に

おこった6%の イ ンフレについてはいつまでも修正が行われないままとなってしまう。 日毎指

数 と月毎指数による修正の差は,資 産がその月のうちの もっと前の日に取得 されたは場合はも

っと大 きくなる。

1980年 代 は,貨 幣修正指数を政府が計算 していたがそれにまつわる問題が引き続 きあった。

政府が計算 した公式指数の歪みは,1990年 にその ピークに達 した。その年の消費者物価指数

は1795%の 上昇であったのに政府が毎 日発表する国債修正指数は845%の 上昇で しがなかっ

た。 この国債修正指数の遅れが利益 に及ぼす影響を計算するため,SantosandBarbieriは20の

銀行で構成されるある銀行 グループの損益計算書 を分析 している。そ して,こ のグループの税

引前利益 は31億 グルゼイロ,法 人税引当金 と社会貢献費の合計で14億 グルゼイロであ るのに

対 して,も し消費者物価指数が修正のために使用 されたならば,こ のグループの税引前利益は

4億2500万 グルゼイロで しがなかっただろ うと算定 している。 したがって,こ の銀行グループ

は本来計算されるべき税引前利益の3倍 もの税金を支払 ったことになるのである。 .

多 くの会社がこれを不当として司法当局に訴 えた。その結果,1991年 に法律第8.20(号 が成

立 し,月 次修正 した消費者物価指数 と国債修正指数 との差異 を1990年 の利益 に遡 って修正す

ることを認めたのであった。 しかし,こ の再評価に伴 う税金の戻 しは,1993～96年 まで繰 り

延べ られた。

法律第8.200号 はまた,貨 幣修正にブラジル地理 ・統計局が計算 した月次国家消費者物価指

数の利用 を導入 した。貨幣修正システムの歴史の中で,非 政府組織 したがって政府による操作

を受けずに作成 された指数が利用 されるのは初めてのことであった。 しか し,こ の点において

は前進であったが,毎 日修正 される指数が利用 されな くなった点 においては後退であ った。

1991年11月 に,指 令第332号 が貨幣修正には 「会計再評価 因数」を使 うよう要求 し,再 度貨

幣修正指数は変更 された。この 「会計再評価因数」は月次国家消費者物価指数に直接基づいて

計算 されていたので,こ の変更は貨幣修正 システムにはなんら直接的影響は及ぼさなかった。

しか し,イ ンフレに対応するために必要 とみなし,政 府が国家消費者物価指数の変動 とは異な

る別に計算された 「会計再評価因数」 に門戸 を開放 したものであった。

この2カ 月後,貨 幣修正に使用 さる 「会計再評価 因数」は再び変更 された。法律第8.383号
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は1992年1月1日 以降,「 会計参照指数」の利用を要求 し,日 毎修正指数の利用 を復活 させた。

この 「会計参照指数」 は日毎 に修正 される 「総合」消費者物価指数に基づいてお り,や は りブ

ラジル地理 ・統計局が作成するものであった。今 日で も,財 務報告で も税務 目的でも,こ の

「会計参照指数」が利用 されている。

最近のインフレは,ブ ラジルの標準から考えて も異常 に高い。(国 家消費者物価指数は1991

年に475%,92年 には1149%,93年11月 までで も1779%に 高騰 している。)し か し,政 府か

ら独立 して計算 されたインフレ指数を一貫 して利用 しているため に,1991年 以降,財 務諸表

の貨幣修正は,経 済の現実のインフレ率 を正 しく反映している。

V.新 総合貨幣修 正システム4)

(D新 総合貨幣修正システムの概要

貨幣修正システムの主たる限界は,こ のシステムが単純す ぎることに起因 して棚卸資産の修

正が行 われないことお よび情報内容が明確でない ことにある。1980年 代 にインフレが昂進 し

たため に,棚 卸資産の修正が行われないことが次第に問題点 となっていった。さらに,す べて

のインフレ修正値をひとつの貨幣修正勘定に合算 して しまうので,経 営管理者や財務諸表の外

部利用者にとって必要な重要な情報が提供されないでいたのであった。

この問題 を正すために,ブ ラジル証券委員会は1987年5月 に指令第64号 を発表 して,す べ

ての株式公開会社が新総合貨幣修正 システムを使 った 「安定購買力単位」に基づいて作成 した

「補足財務諸表」 を公表するよう要求 した。会社法と証券委員会の指令の双方に対応するため

に,ブ ラジルの株式公開会社は多棚式の財務諸表 を公表 して きている。すなわち,ひ とつは会

社法に従って伝統的な貨幣修正システムに基づいて作成 された情報を,も うひとつは新 しい新

総合貨幣修正システムの もとで作成 された2年 連続の情報 を2欄 にわたって表示するのである。

1例 として表5お よび6で 示 したが,こ れはMannesmannCommercialSA社 の1992年 の年次報

告書 に公表 されている財務諸表である。証券委員会は,新 総合貨幣修正 システムのもとで作成

された財務諸表は監査 を受けなければならないと要求 している。

新総合貨幣修正システムにおける財務諸表の2年 分の情報は当期の決算 日における現在購買

力 によって計算 し直 されなければならない。 したがって,こ の会社の財務諸表の1991年 の金

額は1992年12月31日 の購買力で再計算されているのである。

貨幣修正システムの下で計算 された利益が課税の基礎 となるので,新 総合貨幣修正システム

4)Cfibid.,pp.307～312.



(107)一 ブラ ジル にお ける イ ンフ レー シ ョン会 計 の変 革 一107

による財務諸表では繰延法人税の計算が必要 となる。証券委員会はまた,貨 幣修正 システムと

新総合貨幣修正システムとて計算 した利益 と株主持分双方の調整表 を作成 して財務諸表の注記

に表示するよう要求 している。Mannesmann社 の貨幣修正 システムと新総合貨幣修正システム

との1992年 の調整表は表7に 表示 してある。

(2)棚卸資産の修正

新総合貨幣修正システムは,本 質的に一般物価水準修正会計 であって,貸 借対照表の非貨幣

項目と損益計算書項目とが現在購買力によって修正されるものである。貨幣修正システムとの

主たる改善点は,棚 卸資産を修正することである。もともと証券委員会によって規定された新

'総合貨幣修正 システムであるが
,棚 卸資産が決算 日か ら3カ 月以内に取得 されていない限り,

棚卸資産の修正は要求 されていなかった点 において欠陥をもっていた。この問題は,証 券委員

会の指令第191号 によって1992年 に改正 され,現 在は全ての棚卸資産の修正が要求されてい

る。

(3)貨幣項 目の購買力損益

新総合貨幣修正 システムの下では,購 買力損益は,営 業利益の構成項 目として扱 われている。

伝統的な一般物価水準修正会計 と比べて主 に改革 された点は正味貨幣項目の購買力損益 が,包

括的なひとつの単独項 目として計上されるのではな くて,貨 幣資産及び貨幣負債のそれぞれに

ついての購買力損益が,そ れぞれに関連す る損益計算:書項 目に対 して修正 されるのである。た

とえば,有 利子負債についての購買力利得は,「 実質的な」利子費用 を測定するために,名 目

上の利子費用 と相殺されるし,未 払給与についての購買力利得 は,支 払給料から差 し引かれる

と言 うように,で ある。現金についての購買力損失 とか未払配当金の購買力利得の ように特定

の損益計算書項 目毎に,購 買力損益が識別できない場合には,「 その他の営業収益 または費用」

として表示される。

・〔貨幣項目の購買力損益の計算の例示〕

購買力利得の処理 を例示するために,月 末に1,000,000ク ルゼイロ(CR$)の 給料を支払う

会社 を考えてみよう。当月の平均修正指数 「会計参照指数(UFIR)」 は5CR$で あ り,月 末の

指数は5.5CR$で あった,す なわち月間に10%の インフレがあったとする。概念的には,月 間

に従業員から受け取ったサービスは,1,000,000ク ルゼイロ(CR$)で ある。 しか し,月 末ま

で給料 を支払わなかったのであるから,な んらかの購買力利得が生 じているはずである。伝統

的な一般物価水準修正会計では,支 払給料は次 のように計算 される。

1,000,000ク ルゼイロ(CR$)×5.5/5.0=1,100,000ク ルゼイロ(CR$)
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そ こか ら購 買 力利 得 部 分 を分 け る には,次 の よ う に計 算 す る。

1,000,000ク ル ゼ イ ロ(CR$)×[(5.5/5.D)一1]=馳100,000ク ル ゼ イ ロ(Cド$)

損 益 計 算 書 に は,営 業 費 用(支 払 給 料)1,100,000ク ル ゼ イ ロ(FASBの 公 開 草 案 に よ る)

と営 業 外 利 得(購 買 力 利 得)100,000ク ル ゼ イ ロが 計 上 さ れ る こ とに な る。

新 総 合 貨 幣 修 正 シス テ ム の 下 で は,支 払 給 料 は イ ン フ レ修 正 基 準 で,す な わ ち,購 買力 利 得

部 分 を差 し引 い た 金 額1,000,000ク ル ゼ イ ロ(1,100,000-100,000)で 計 上 され る。 この 金 額 は,

月 末 の 貨 幣 一 般 購 買 力 条 件 で 表 示 した 当 月 中 に給 料 に支 払 っ た実 際 の 購 買 力 金 額 を表 して い

る 。 ま た 別 の 計 算 方 法 も あ る。 そ れ は 会 計 参 照 指 数(UFIR)す な わ ち財 貨 の 市 場 バ ス ケ ッ ト

(品 目)を 考 慮 す る もの で あ り,実 際 に 支 払 っ た給 料 を計 算:す る もの で あ る 。

期 中 平 均 で 計 算 す る と

1,000,000ク ル ゼ イ ロ(CR$)÷5.0(CR$)=200,000会 計 参 照 指 数(UFIR)

期 末 指 数 で 計 算 す る と

1,000,000ク ル ゼ イ ロ(CR$)÷5.5(CR$)=181,818会 計 参 照 指 数(UFIR)

名 目 的 に は 同 じ100万 ク ル ゼ イ ロ で あ る が,指 数 に 換 算 す る と200,000か ら181,818に 価 値 が

減 少 した こ と を表 して い る 。

この 会 計 参 照 指 数(UFIR)を 期 末 の指 数 に代 入 す る と,次 の に よ うに な る 。

181,818会 計 参 照 指 数(UFIR)×5.5(CR$)=1,000,000ク ル ゼ イ ロ(CR$)

(4)受取勘定 と支払勘定の現在価値への割引

証券委員会が行ったもうひとつの主たる改革は,物 価修正されない受取勘定 と支払勘定は現

在価値で計上されるという要求である。受取勘定 と支払勘定を現在価値で割 り引 くことは,理

論的には正 しいけれども,重 要性の考慮から,世 界的には一般的に実践 さていない。 しか し,

ブラジルのような高率なインフレを経験 してお り,し たがって名 目的利率が高い国では,こ の

割引金額が重大になって くる。

た とえば,月 間のインフレ率が22%(し たが って名 目利率が月当た り25%)で ある場合,

100,000ク ルゼイロの30日 後払いの クレジット販売は,20,000ク ルゼイロの利息を含んでいる

ことになる。新総合貨幣修正システムの下では,受 取勘定 は額面金額100,000ク ルゼイロか ら

割引額の20,000ク ルゼイロを引いた金額で記録され,し たがって売上高は正味金額の80,000ク

ルゼイロで記録 される。この割引を行わないと売上高の過大計上 と利息収入の過少計上 にな

る。

証券委員会が当初か ら要求 したこの割引の方法には限界があったが,時 間をかけて改善され

てきた。当初は,決 算 日から90日 以内に期 日を迎 える貨幣項 目のみが現在価値で計上 されて
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いた。 しか し,こ の方法は実務的に一時的な解決策であると見 られたので,こ の規定は1991

年1月 に廃止 された。現在では期末に存在するすべての物価修正 されない受取勘定 と支払勘定

は,現 在価値に割引かれなければならない。

当初,額 面金額 と割引価値との差額は 「現在価値修正額」として営業利益に計上されていた。

1989年 に,証 券委員会はこの規則を改正 し,関 連す る利益項 目すなわち主 として受取利息お

よび支払利息に対 して修正するよう要求 した。 しか し,例 外 として,あ る特定の資産を取得す

るために借入れた負債(紐 付 き融資)に ついての割引額は当該資産原価から控除するものとし

て処理される。これは,資 産 を将来の支払額の現在価値 として記録する概念 に通った ものであ

る。
「

当初は,割 引率は,決 算日前3カ 月の一般物価水準の変動を勘案 して決め られていた。これ

では実際の利率と割引率 との間に乖離がみられることになる。証券委員会は1992年7月 にこれ

を改正 し,今 では国家投資開発銀行協会あるいは当該企業独自で決めた一般的な市場利率を使

うよう要求 されているb

現在価値に割引いた り,購 買力損益 を直接関連する利益項目に加減する方法は,受 取利息 と

支払利息の計算に複合的な影響を与える。新総合貨幣修正 システムの下では,真 の受取利息 と

支払利息が損益計算書 において報告 されると言 うのがその結果である。

〔計算の例示〕

売掛金に対する受取利息の計算を例示するために,あ る業者が現金価格なら10,000ク ルゼイ

ロで機械 を販売 したとする。買手が30日 後に支払 うと言 ったら,業 者は30日 後 に現金 を受け

取ることがら生ずる購買力損失を償 うためにもつと高い価格を設定するであろう。次月の名目

利率は26%(予 想イ ンフレ率23%を 含む)と すると,こ の業者は,30日 後払 いの価格では

12,600ク ルゼイロ(10,000ク ルゼイロ×1.26)を 設定するであろ う。
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新 総 合 貨 幣 修 正 シ ス テ ム に よれ ば,こ の ク レジ ラ ト販 売 の 売 上 高 は,次 の よ うに 現 在 価 値

で 記 録 さ れ る 。

(借 方)売 掛 金12,600/(貸 方)売 上 高10,000/売 掛 金 割 引 額2,600

30日 後 に 買 手 が現 金 を支 払 う と,次 の 仕 訳 が行 わ れ る。

(借 方)現 金12,600/(貸 方)売 掛 金12,600

(借 方)売 掛 金 割 引 額2,600/(貸 方)受 取 利 息2,600

さ ら に,こ の30日 間 に 起 こ っ た 購 買 力 の 変動 分 につ い て 「売 上 高 」 が 修 正 され,ま た,

ク レジ ッ ト販 売(売 掛 金)に つ い て の 購 買 力損 失 が 「受 取 利 息 」 の 減 額 分 と して 認 識 さ れ な

け れ ば な ら な い 。・こ の30日 間 の イ ン フ レ率 が25%で あ っ た とす る と,仕 訳 は 次 の よ う で あ

る 。

(借 方)受 取 利 息2,500/(貸 方)売 上 高2,500

注)売 上 高 の 修 正 は,10,000ク ル ゼ イ ロ ×(1.25-1)で あ る 。

こ れ ら の結 果 をす べ て 総 合 す る と,次 の よ うで あ る。

現 金12,600=売 上 高12,500+受 取 利 息100

受 取 利 息 の100ク ル ゼ イ ロは,10,000ク ル ゼ イ ロ の 売 上 に 関 し て得 た 実 質 的 な 利 率 の1%(名

目利 率26%一 イ ン フ レ率25%)を 表 して い る 。 そ れ に 対 して,貨 幣 修 正 シ ス テ ム は,売 上 高

を12,600ク ル ゼ イ ロ と報 告 し,100ク ル ゼ イ ロ の受 取 利 息 を 別 個 に計 上 す る こ と は しな か っ た 。

伝 統 的 一 般 物 価 水 準修 正 会計 は,売 上 高 をCR$15,750(12,600ク ル ゼ イ ロ ×1.25)と し,購 買

力 損 失 はCR$3,150(12,600ク ル ゼ イ ロ ×0.25)と 計 算 した 。新 総 合 貨 幣 修 正 シス テ ム だ け が,

この ク レジ ッ ト販 売 に関 す る 実 質 的 受 取 利 息 を表 示 して い る。

も し10,000ク ル ゼ イ ロ の 現 金 に よ る販 売 が 行 わ れ,こ の 収 入 が 名 目 利 率26%で 投 資 さ れ た

とす れ ば,貨 幣 修 正 シ ス テ ム に よ れ ば,月 末 の売 上 高 は10,000ク ル ゼ イ ロ,受 取 利 息 は2,600

ク ル ゼ イ ロ と計 算 す る。 伝 統 的 一 般 物 価 水 準 修 正 会 計 は 売 上 高 は12,500ク ル ゼ イ ロ(期 末購 買

力 に 修 正 さ れ る),受 取 利 息 は2,600ク ル ゼ イ ロそ して購 買 力 損 失2,500ク ル ゼ イ ロ(10,000ク

ル ゼ イ ロ ×0。25)と 計 算 す る 。他 方,新 総 合 貨幣 修 正 シ ス テ ム に よれ ば,売 上 高 は12,500ク ル

ゼ イ ロ(期 末 購 買 力 に 修 正 さ れ る),受 取 利 息 は100ク ル ゼ イ ロ と計 算 す る。 こ れ は,ク レ ジ

ッ ト販 売 の 場 合 と同 じに な る。 い ず れ の 場 合 で も,新 総 合 貨 幣 修 正 シ ス テ ム の 下 で は 受 取 利 息

が1%と い う実 質 的利 率 を 映 し出 して い る 。
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VI.貨 幣修正 システム と新総合貨幣修正 システムの比較5)

表5お よび6に,MannesmannCommercialSA社 の1992年 の貸借対照表 と損益計算書が示さ

れている。1992年 の 「会社法」 に基づ く欄 に記載されている金額と1992年 の 「安定購買力単

位」 に基づいて計上されている金額を比較 してみると,現 在 ブラジルで行われている2つ のイ

ンフレ会計システムの間には大 きな違いがあることが分かる。

(1)貸借対照表について

①棚卸資産の修正

MannesmannCommercialSA社 の棚卸資産は,貨 幣修正システムの下では修正 されない歴

史的原価で計上されているが,新 総合貨幣修正 システムの下では,棚 卸資産は決算 日の購買

力単位で評価替 えされている。 この再評価 によ り,計 上 された金額は,貨 幣修正 システムの

下で計上 されていた金額の2.7倍 にも達 している。この金額の相違は,損 益計算書に計上さ

れている売上原価にも影響 を及ぼ している。

貨幣修正システム 新総合貨幣修正システム

棚卸資産29,799,51180,102,905(2。7倍)

売上原価88,583,937335,687,546(3.8倍)

②貨幣項 目の購買力損益

貨幣項 目(受 取勘定,支 払勘定および関係会社借入金)は,新 総合貨幣修正 システムの下

では現在価値 によって計上されているために,貨 幣項 目の計上価額 にも相違が生 じている。

たとえば,新 総合貨幣修正 システムの下での受取勘定は,貨 幣修正 システムの下でのそれよ

りも10%も 少な くなっている。(受 取勘定 は,28,761,743対25,819,939で ある)た とえば,'

その他の受取勘定のような貨幣項目については,MannesmannCommercialSA社 は,額 面金

額 ど現在価値 との相違が大 したことはないとの判断 により,現 在価値に割 り引かれてはいな

い。貨幣資産や貨幣負債の額面金額が貨幣修正の対象となっている会社にとっては,そ の額

面金額はすでにその現在価値で表示 されているのだから,貨 幣修正システムと新総合貨幣修

正 システムとの問に違いは生 じない。

③繰延税金

2つ の システムの第3番 目の違いは,新 総合貨幣修正 システムによる貸借対照表には 「繰

延税金」が計上されていることである。貨幣修正システムによって計算 された利益が課税の

5)Cf.ibis.,pp.313～315.
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表5MannesmanCommercialSA社

貸 借 対 照 表12月31日 粧(単 位:1000ク ル ゼ イ ロ)

貨幣修正システム 新総合貨幣修正システム
(会社法に基づく)(安 定購買力単位)
19922

資 産 の 部

流動 資 産

盤2,810.5542,810,5542.841,389

市 場 性 有 価 証 券105,166105,16692,793

受 取 勘 定28,761,74325,819,93946,379,873

貸 付 金3,051,2193,051,2192,274,590

貸 倒 引 当金 一890,337-890,337-1,587,280

棚 卸 資 産29,799,51180>102,90546,379,873

前 払 費 用143,978143,978292,159

繰 延 税 金 一_」 皿

小 計63.781,839124,332,218178,687,008

長 期 実 現 可能 資産

繰 延 税 金5,509,49315,656,781

関 係 会 社 投 資27,921,00627,921,00624,570,192

司 法 預 金38,804,07638,804,07628,597,569

そ の 他 の受 取 勘 定133,163133>163 _⊥453,169

小 計66,858,24572,367,73870,277,711

永 久 資 産

投 資210,821210,82159,167

貨 幣 修 正 後 固定 資 産89,711,69889,711,69895,197,676

減 価 償 却 累 計 額 一47.569,043-47.569.043.一49.180.754

小 計42,353,47642,353,47646,076,089

資 産 の 部 合 計179,993,555 ,239,053,432295,040,808

持 分 の 部

流 動 負 債

支 払 勘 定2,377,2392,279,7703,779,.153

関 係 会 社借 入 金8,956,9138,300,51743,091,633

未 払 税 金6,845,7566,845,7564,344,547

退 職 給 与 引 当 金4,527,0014,527,0013,386,917

そ の 他 の 引 当 金4,437,0334,437,0331,108,080

未 払 費 用1,500,7331,500,7332,574,569

繰 延 税 金20,449,06921,161,053

小 計28,644,675'48.339,879,79,445,952

固定 負 債

未 払 税 金38,389,23238,389,23228,597,569

株 主 持 分

資 本 金11,600,000142,374.064142,140,193

資 本 剰 余 金146,807,72El6,033,66216,267,533

利 益 剰 余 金 一52,448,..078-6.083.40528,589,561

小 計__105,959,648152,324,321186,997,287

持 分 の 部 合 計179,993,555239,053,432,295,040,808
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表6MannesmanCommercialSA社

損 益 計 算 書12月31日 粧(単 位:1000ク ルゼ イ ロ)

貨幣修正システム 新総合貨幣修正システム
(会社法に基づく)(安 定購買力単位)
1992年1992年1991年

総 売 上 高211,679,540535,425,3861,118,124,169

売 上 値 引 一5,619,026-20,954.676-20,176,782

売 上 税.__一__二 且 止 湿__一

純 売 上 高169,357,684402,905,144991,424,004

売 上 原 価 一88,583,937-335,687,546-831,670,701

売 上 総 利 益80,773,747__67.217.598_」59.753.393

営 業 費 及 び そ の 他 の 収 益

貝反JV-37,683,943-86,438,026-165.717,387'

貸 倒 引 当 金 一677,370778,5704,638,166
一 般 管 理 費 一7,836,621-17,726,067-20,126,827・

金 融 費 用 一37,331,391-5,230,813-4,213,075

金 融 収 益40,044,46615.66,9915,356,770

諸 引 当 金 一4.870,228-4,14&370835,817

そ の 他247,814_二_598,423_二_6,640,411

小 計 一48,107;273-97,699,138_一185,866,947

営 業 利 益(損 失)32,666,474-30,481,540-26,113,644

特 別 損 失 一242,757-948,582-105,367

貨 幣 修 正 額 一57,667,244

税 ・社 会 貢 献 費 前 損 失 一25,243,527-31,430,122.一26,219,011

社 会 貢 献 費 一130,577-2,738.8651.089,981

法 人 税 等 一48,317_二310,568__」 」 皿

純 損 失 一25,442,421.一34,479,55E-23,337,732

表7MannesmanCommercialSA社

.(単 位:1000ク ルゼイロ)

純 損 失 及 び 株 主 持 分 調 整 表

1992年1992年

耳 法 に 基 づ く_鯉 一 一 幽 」

現 在 価 値 修 正 額

受 取 勘 定3,567,519-2,941,804

支 払 勘 定 及 び 関 係 会 社 借 入 金 一2,959,708753,865

棚 卸 資 産 の 貨 幣 修 正 額 一8,978,77452,414,231

棚 卸 資 産 の 市 価 下 落 引 当 金1,064,616-2.109,837

繰 延 税 金

資 産 一2,462,76618,698,287

負 債__」'11,969_一20,449,069

正 味 修 正 額 一9,057,13446,364,673

安 定 購 買 力 単 位 一34,479,555152,324,321
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基礎 となっているために,貨 幣修正 システムの もとでは 「繰延税金」は生 じない。1990年

に国債(BTNF)修 正指数の利用に関 して政府が操作を行い,そ の分の補償が認められたこ

とがあったが,1990年 分の利益 に関する特別修正の結果として 「繰延税金資産」が計上 さ

れたことがあった。

「繰延税金」は,負 債の部に計上 されるのが普通である。同社の資産の部の長期実現可能

資産にも 「繰延税金(5,509,493)」 が計上さているが,こ れは,税 金の戻 り分が数年間に分

割 され,繰 延べられていることを意味 している。

④株主持分

2つ のイ ンフレ会計 システムの下では 「株主持分」の表示金額にも違いが生 じている。貨

幣修正 システムの下では,「 資本金」の貨幣修正額は 「資本剰余金」に計上 されているが,

新総合貨幣修正システムによると 「資本金」の貨幣修正額は直接 「資本金」勘定に組み入れ

られている。2つ の システムでは 「資本金」と 「資本剰余金」 と言 うそれぞれの計上金額は

異なっているが,合 計では同 じ金額となっている。

貨幣修正システム 新総合貨幣修正 システム

資本金11,600,000142,374,064

資本剰余金146,807,72616,033,662

合 計158,407,726158,407,726

最後 に,2つ のシステムでは利益の金額が異 なるために,「利益剰余金」の金額 も異なっ

ている。

(2)損益計算書について

① 貨幣修正勘定

この2つ のシステムの相違の多 くは,損 益計算書に見 られる。貨幣修正 システムの下では,

減価償却費だけが貨幣修正 された固定資産の原価に基づいて計上 されると言 う例外 を除け

ば,収 益および費用は名 目金額で計上 されていた。株主持分 と永久資産を貨幣修正 した場合

の反対側勘定は,「貸借対照表ゐ貨幣修正額」 と言う勘定に合計 され,「 営業外費用」の下側 ・

に掲記 される。Mannesmann社 の場合で言 うと,株 主持分の金額は永久資産より大 きいから,

「貨幣修正額」は,577億 クルゼイロのマイナス とな り,1992年 の利益の減少要因となって

いる。

株主持分の金額は105,959,648で あ り,永 久資産は42,353,476で ある。 この差額63,606,172

は,正 味貸方残高となる。 したがって,イ ンフレ修正分だけ,購 買力損失が生ずることにな

る。
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「貨幣修正額」 と言 う勘定は,新 総合貨幣修正システムの下では存在 していない。その代

わ りに,そ れぞれの構成部分 は関連する損益計算書項目の中に別々に計上 さている。収益お

よび費用は,期 末の安定購買力によって個別に修正 されている。その結果,ほ とんどの収益

および費用は,そ れぞれかな り金額が大 きくなっている。たとえば,貨 幣修正 システムと新

総合貨幣修正 システムとを比べると,純 売上高および販売費は,そ れぞれ2倍 以の金額にな

っている。

貨幣修正システム 新総合貨幣修正システム

純売上高169,357,684402,905,1442.4倍

販売費37,683,94386,438,0262.3倍

この一般的な相関性の大 きな例外は,金 融費用 と金融収益であ り新総合貨幣修正システム

の場合の方が小 さくなっている。

貨幣修正システム 新総合貨幣修正 システム

金融費用37,331,3915,230,813

金融収益40,044,46615,663,991

その理由は,新 総合貨幣修正システムの場合は;貨 幣項目の購買力損益が関連する損益計

算書項 目毎 に修正 されているか らである。たとえば,受 取勘定の購買力損失は,金 融収益 を

減額 しているし,支 払勘定の購買力利得は,金 融費用 を減額 している。 したがって,貨 幣修

正システムでは,金 融収益 と金融費用は名 目利率を反映 しているのに対 して,新 総合貨幣修

正システムの場合は,実 質利率を反映 し,そ れぞれ金額 において少なくなっているのである。

金融収益お よび金融費用は,貨 幣修正システムでは歴史的金額で計上されるのに,新 総合貨

幣修正 システムでは期末の購買力 に修正 されると言う事実によって金額の差異の大 きさは少

なくなっている。

現金の購買力損失は,新 総合貨幣修正 システムでは 「営業費用およびその他の収益」の中

の 「その他」 に計上 されている。その結果,貨 幣修正システムでは 「その他」がプラス(収

益)CR$247,814で あるのに,新 総合貨幣修正システムでは,逆 に 「その他」がマ イナス

(営業費用)CR$598,423に なってしまっている。

②減価償却費の修正

減価償却費は,貨 幣修正 システムでも新総合貨幣修正システムで も,共 に,修 正された固

定資産原価 に基づいて計算 されている。 しか し,貨 幣修正システムでは,減 価償却費は月間

平均で修正 された固定資産原価 に基づいて計算 されているのに,新 総合貨幣修正システムで

は,減 価償却費は月末に修正された固定資産原価に基づいて計算 されているので,相 違は存

在 している。
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③売上原価の修正

この2つ の会計システムの違いは,純 利益(こ の場合は純損失であるが)で お よそ90億 ク

ルゼイロの差異 となって現れている。新総合貨幣修正 シスデムによる純損失は,貨 幣修正 シ

ステムよりもおよそ35%大 きくなっている。

貨幣修正 システム 新総合貨幣修正システム 差額

純損失25,442,42134,479,5559,037,134 .(+35%〉

この差異の主な理由は,新 総合貨幣修正 システムの下で行われた棚卸資産の貨幣修正のた

め,し たがって同時に行われた売上原価に及ぼした影響のためである。(表7を 参照)。

④支払勘定 と受取勘定の現在価値への割引

差異が生 じているもうひとつの原因は,支 払勘定と受取勘定 を現在価値で記録 したことで

ある。貨幣修正システムの†では,当 該期間の利益を計算するにあたって,支 払勘定 と受取

勘定の額面価額で計算 した利息がすべて包含されている。新総合貨幣修正 システムでは,当

期 に期限の到来 した支払勘定と受取勘定の当期の割引額 と当期に期限の到来 した前期の割引

額 の当期への繰延分を加算 した ものが,当 期利益の計算に含まれている。貨幣修正 システム

と新総合貨幣修正:システムとでは,計 上する期間に違いが生 じているのである。計上する期

間に違いがあることにより,新 総合貨幣修正システムでは,繰 延税金の金額がかな り大 きく

なっている。

⑤利益金額におよぼす影響

この2つ の会計システムでは,売 上総利益がかな り大 きく違ってお り,新 総合貨幣修正シ

ステムの方が17%少 ない。

貨幣修正システム 新総合貨幣修正システム 差額

売上総利益80,773,74767,2i7,59813,556,149(・17%)

売上総利益率の違いはもっと大 きくて,貨 幣修正 システムでは48%な の に,新 総合貨幣 .

修正システムでは17%だ けである。

貨幣修正システム 新総合貨幣修正システム

売上高80,773,74767,217,598

売上総利益169,357,684402,217,598

売上総利益率47.69%16.71%

これらの比率は,会 社が売上総利益 を生み出 した効率についてまったく異なった情報を示

して しまっている。

最 も大 きな違いは,営 業利益(損 失)の 金額にある。貨幣修正 システムでは32,666,474ク

ルゼイロの営業利益 を計上 しているのに,新 総合貨幣修正 システムでは,30,481,540ク ルゼ
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イロの営業損失 を計上 している。この2つ の数字は,会 社が正常な営業活動か らどれほど効

率的に利益 を生み出 したかに関 して,ま ったく逆の情報 を提供 して しまっている。もちろん,

この違いの大 きな理由は,貨 幣修正 システムの下では貨幣修正額が営業利益に含まれていな

いことである。貨幣修正額が営業利益 に含 まれていないと,財 務諸表の利用者に誤解 を与え

る可能性がでてくる。貨幣修正システムによる損益計算書を分析 して,こ の会社 は,営 業利

益 を生み出すにあたってかな り成功 している(営 業利益率は15%)と 結論 して しまうかも

しれない。

貨幣修正 システム 新総合貨幣修正 システム

総売上高211,679,540535,425,386

営業利益32,666,474-30,481,540

営業利益(損 失)率15.43%5.69%

しか し,こ の会社は,永 久資産より株主持分の方が大 きいから,貨 幣修正はマイナスとな

り,当 期では正味で損失 となっている。言い換 えれば,イ ンフレがなかった としたら,こ の

会社は当期はかなり成功 していたと,言 うことがで きる。

貨幣修正 システムの下で,営 業利益 と純利益 に関 して提供された矛盾 した情報は,新 総合

貨幣修正システムの下では除去 される。なぜならば,イ ンフレの影響は,利 益を構成する各

項 目毎に組み込 まれているか らである。新総合貨幣修正 システムを通 じて,証 券委員会は,

通常の営業活動 に及ぼ したインフレの影響を会社が認識 し,報 告することを強制 している。

孤.お わ りに

以上,ブ ラジルにおけるインフレ会計を新 ・旧両 システムの比較において検討 してきた。

新総合貨幣修正システムでは,棚 卸資産したがって売上原価 の修正が実行 されるようになっ

たこと,ま た, .受取勘定 と支払勘定が現在価値に割 り引かれて計上 されるようになった こと,

などい くつかの進展が見 られた。 これは,貨 幣修正 システムが一括 して貨幣購買力損益 を計算:

していたことと比べて,大 きな進歩である。

MannesmannCommercialSA社 の貸借対照表 と損益計算書を仔細に検討すれば分か るよう.

に,新 総合貨幣修正システムは,よ り現実的な実態 と業績が分かるように改善 されてい る。

この新総合貨幣修正システムは,ブ ラジルにおける財務諸表の作成者お よび利用者の双方か

ら支持 されている。証券委員会の権限下に属 さなy・会社で も,新 総合貨幣修正 シ.ステムに基づ

く財務 諸表 を任意 に公 表 してい る会 社 を見 か ける こ とさえ一般 的で ある。 た とえば,

MannesmannCommercial会 社 もこれ らの会社のひとつなのである。ブラジル資本市場分析協
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会 も,こ の新総合貨幣修正 システムを強 く支持 してお り,証 券委員会 に対 して,新 総合貨幣修

正システムを財務報告に使用する唯一のインフレ会計 システムとするよう再々に渡 り,働 きか

けている。

ブラジル資本市場分析協会の要請 に応 えて,1993年12月 に,証 券委員会は,ブ ラジルの株

式公開会社が貨幣修正システムに基づ く財務諸表を公表することを将来は免除するとの,指 令

第201号 を公表 した。 しかし,貨 幣修正システムは今だ課税の基礎 として使われているので,

会社は今後とも2セットの帳簿を備え続一 る情

報の公表は止めるが,い つでも見られるように準備 してお くと言 うことはあ りうることである。

貨幣修正 システムは課税 目的には使用 し続けられるのであるから,ブ ラジルの会社 は,棚 卸資

産については貨幣修正 しない,イ ンフレ含みの利益に今後 とも課税され続けることになる。課

税目的にも新総合貨幣修正 システムを利用することを政府に認め させ ることが,ブ ラジルにお

けるイ ンフレ会計の革新についての次の論理的ステップである6)。

6)C五ibid.,p.316.


